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三重県教育委員会表彰規則 (昭和25年三重県教育委員会規則第33号) 第２条の規定により次の者を教育功労者
として平成16年10月26日に表彰しました｡

平成16年10月27日
三 重 県 教 育 委 員 会

１ 学校教育功労
桑名商工会議所

２ 社会教育功労
三重県子ども会連合会会長 井ノ口 昭太郎

３ 文化功労
中部大学人文学部日本語日本文化学科教授 岡 本 勝

４ 体育保健功労
学校医 喜 多 豊
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規 則 ○ 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 …………………… 人 材 政 策 室 １頁
公 示 ○ 三重県教育委員会表彰規則の規定による表彰者 ……………………………… 教 育 総 務 室 １頁

三 重 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 十 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲
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三 重 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 四 条 第 二 項 中 ｢ 飯 南 郡 多 気 郡 ｣ を ｢ 多 気 郡 ｣ に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 規 則 及 び 次 項 の 規 定 は 、 平 成 十 七 年 一 月 一 日 か ら 、 附 則 第 三 項 の 規 定 は 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 教 育 委 員

会 事 務 局 組 織 規 則 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 ｢ 一 志 郡 ｣ と あ る の は ｢ 平 成 十 六 年 十 二 月

三 十 一 日 現 在 に お け る 一 志 郡 の 区 域 ｣ と 、 ｢ 松 阪 市 ｣ と あ る の は ｢ 平 成 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 現 在 に お け る 飯

南 郡 及 び 松 阪 市 の 区 域 ｣ と す る 。

３ 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 、 平 成 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 現 在 に お け る 一 志 郡 の 区 域 を 所 管 す る 教 育 事 務

所 長 に よ り な さ れ た 処 分 そ の 他 の 手 続 及 び 当 該 教 育 事 務 所 長 に 対 し て な さ れ た 申 請 、 申 告 そ の 他 の 手 続 の う ち 、

こ の 規 則 及 び 前 項 の 規 定 に よ り 松 阪 市 の 区 域 を 所 管 す る 教 育 事 務 所 の 所 管 区 域 に 属 す る こ と と な る も の に つ い

て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 教 育 事 務 所 長 に よ り な さ れ た 処 分 そ の 他 の 手 続 及 び 当 該 教 育 事 務 所 長 に 対 し て な さ れ た 申

請 、 申 告 そ の 他 の 手 続 と み な す 。
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三重県バドミントン協会会長 伊 豆 晃
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